
 

1 

 

佐世保競輪場大規模改修基本計画策定・基本設計業務 仕様書 

 

１ 業務名 

 佐世保競輪場大規模改修基本計画策定・基本設計業務 

 

２ 業務の目的 

 本業務は、老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設（別紙１「施設一覧表」）を解

体し、機能を集約した新たな施設を建設するにあたり、その基本計画の策定と基本設計を行うこ

とを目的とします。 

 

３ 履行期間 

 契約締結日から令和３年３月２５日まで 

 

４ 業務の対象範囲 

 別紙２「佐世保競輪場大規模改修基本計画策定・基本設計業務範囲図」参照 

 

５ 業務の内容 

（１） 本市競輪事業の現状把握並びに佐世保競輪場施設の現況調査 

（２） 整備にかかる基本方針の設定 

（３） 整備にかかる基本計画の立案 

設定した基本方針を踏まえた基本計画の立案を行うとともに、今回整備する箇所のイメー

ジスケッチを作成する。 

（４） 基本方針、基本計画の視点 

基本方針の設定及び基本計画の立案にあたっては、以下の点に配慮したものとなるように

すること。 

   ・近年の来場者数（別紙３）を考慮した適正規模（コンパクト） 

   ・バリアフリー 

   ・受動喫煙対策（第２種） 

   ・環境に配慮した施設・設備 

   ・整備により発生する余剰地の有効活用 

   ・ランニングコストも含め、実現可能なコストに考慮すること。 

（５） 改修スケジュールの検討 

下記の条件により、現施設の解体から新施設建設までのスケジュールの検討を行う。 

   ・本場開催の休止期間が可能な限り短期間となること。 

   ・改修中も可能な限り場外発売を行うこと。 
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（６）基本設計 

  ・策定した基本計画に基づく基本設計を行う。 

  ・基本設計において想定している業務内容と規模等は以下のとおり。詳細は別紙「基本設計・

実施設計特記仕様書」のとおり。 

業務内容・想定規模 基本設計 実施設計 備 考 

既存施設解体工事  約 4,000 ㎡ ‐ 〇 
別紙１の建物番号

1～12 

新メインスタンド棟 約 3,600 ㎡ 〇 ‐ 

別紙１の建物番号

1～5、7～10 の機

能を集約 

仮設正門 約 200 ㎡ 〇 〇  

仮設食堂、ティーラウンジ、売店、情報協会、

トイレ  約 320 ㎡ 
〇 〇 

 

渡り廊下、その他外構 〇 ‐  

（７）打ち合わせ会議 

  基本計画の策定及び基本設計にあたり、競輪事務所において打ち合わせ・調整会議等を定期

的に開催します。なお、会議には必要に応じて佐世保市以外の競輪場関係者も参加します。 

  会議を行ったときは、議事録を作成し佐世保市に提出してください。 

 

６ 業務実施体制 

  ①業務を適切に実施するために必要な経験等を有する管理責任者を１名置くこと。 

  ②管理責任者は、業務が完了するまで原則として変更できません。ただし、やむを得ない理

由により佐世保市の承諾を得た場合は、同等以上の技術力を有する者を配置できることと

します。 

  ③管理責任者以外にも、業務遂行に必要な人員を配置すること。 

 

７ 成果品の提出及び取扱い 

（１） 成果品として以下を提出してください。 

  ア 基本計画 

   ①基本計画書（紙媒体Ａ４版、縦長） ２０部 

   ②成果品の電子データ 一式 

  イ 基本設計 

① 基本設計書（紙媒体Ａ３版、横） １０部 

② 成果品の電子データ 

③ イメージパース（Ａ３版、５枚） 

④ 他は別紙「基本設計・実施設計特記仕様書」による。 
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 ウ 実施設計 

① Ａ３縮小版 横綴じＡ４折  １０部 

② 成果品の電子データ 

③ 他は別紙「基本設計・実施設計特記仕様書」による。 

（２）成果品の取扱い 

  本業務の成果品の取扱いは次のとおりとします。 

   ①本業務の成果品に関する著作権は、検査完了の時をもって受託者から佐世保市に移転及

び帰属するものとします。 

   ②受託者は成果品を複製し、これを第三者に譲渡又は継承させてはなりません。 

８ 一括再委託の禁止 

（１）受託者は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託してはなりません。 

（２）受託者は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ佐世保市の承諾

を得なければなりません。 

（３）受託者は、佐世保市の承諾を得て本業務の一部を第三者に委託したときは、この仕様書に

定める事項を第三者に遵守させなければなりません。 

 

９ その他 

（１）本業務の履行中に事故等が発生したときは、速やかに佐世保市へ連絡すること。 
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別紙１ 

 

既存施設一覧表 

 

建

物

番

号 

建物名称 構 造 

階数 面積（㎡） 

建築年月 備 考 
地

上 

地

下 １階 延床 

１ 

メインスタンド 

（第１発売所、審

判室を含む） 

鉄筋 

コンクリート造 4 0 1,945.00 3,475.49 Ｓ41.10  

２ 下審判室 
鉄筋 

コンクリート造 
0 1 46.45 46.45 Ｓ44.3  

３ 第３発売所 
鉄筋 

コンクリート造 
2 0 1,053.00 1,367.25 Ｈ5.9  

４ 
集計センター、 

中継スタジオ 

鉄筋 

コンクリート造 
2 0 413.05 508.63 Ｓ56.2  

５ 売店 プレハブ造 1 0 30.24 30.24 Ｈ29.4  

６ 正門 
鉄筋 

コンクリート造 
1 0 143.25 143.25 Ｓ54.6  

７ ティーラウンジ 鉄骨造 1 0 46.18 46.18 Ｈ4.3  

８ 情報協会棟 
鉄筋 

コンクリート造 
1 0 14.55 14.55 Ｈ6.12  

９ 食堂棟 鉄骨造 1 0 253.93 253.93 Ｓ56.7  

10 警備カメラ棟 鉄骨造 2 0 51.44 128.02 Ｈ4.3  

11 西側トイレ 
鉄筋 

コンクリート造 
1 0 63.00 63.00 Ｓ61.12  

12 
無停電装置棟 

（ＣＶＣＦ棟） 

鉄筋 

コンクリート造 
1 0 66.77 66.77 Ｈ5.3  

13 公園 一式 - - - - -  

 



佐世保競輪場大規模改修基本計画策定業務範囲図
別紙２－１

メインスタンド・第１発売所・審判室

第３発売所

集計センター、中継スタジオ

食堂棟

売店
正門

情報協会棟

警備カメラ棟

ティーラウンジ

西側トイレ

公園

ＣＶＣＦ棟

５

下審判室
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業務範囲

佐世保競輪場

別紙２－２
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別紙３ 

 

佐世保競輪来場者数の推移 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

本場開催 

総入場者数 40,299 39,585 42,428 38,657 35,710 

一日平均 1,183 1,164 1,248 1,045 1,050 

最大入場者数

（一日） 
3,793 3,750 3,380 3,741 3,057 

場外発売 

総入場者数 342,144 317,713 302,492 321,074 272,218 

一日平均 511 489 468 486 448 

最大入場者数

（一日） 
2,533 2,269 2,155 1,833 1,953 

※令和元年度は 2 月 27 日から 3 月 31 日まで、無観客開催及び場外発売中止 

 

 



Ⅰ．業務概要

1．履行期限 佐世保競輪場大規模改修基本計画策定・基本設計業務事業者募集要領による。

 ただし、設計期間には検図後の訂正期間を含むものとする。

また、本業務における概算工事費の提出は令和 3 年 3 月10日迄とする。

2．計画施設概要 本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という）の概要は、別紙１による。

3．設計与条件 対象施設の設計与条件は、基本計画及び別紙１による。

4．貸与品等 対象施設における貸与品等は、別紙１による。

5．成果物 対象施設における成果物は、別紙１による。

Ⅱ．業務の仕様

１．特記仕様書の適用 （１） 特記仕様書に記載された特記事項のなかで□のあるものについては、■のついた

ものを適用する。

（２） 各欄に数字、文字、記号等を記入する事項は、記入がある事項のみを適用する。

２．業務の範囲・内容 本委託業務の内容は、次のとおりとする。

■ 基本設計 ■ 実施設計 （詳細は別紙２による。）

３．適用基準 （１） 本業務は佐世保市、長崎県及び国土交通省が制定する技術基準等（別紙３）を適用する。

（２） 受注者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に

適合するよう業務を実施しなければならない。

４．設計説明書 別紙１-別添によるものとする

Ⅲ．業務の実施

１．一般事項 （１） 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。

（２） 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。

（３） 積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

２．業務計画書 （１） 受注者は、業務計画書を契約締結後１４日以内に、監督職員に提出する。

（２） 業務計画書（当初、変更時）には、次の内容を記載する。

    （ア）業務の実施方針（設計条件の整理、重視する設計上の配慮事項、その他の配慮事項）

    （イ）打合せ（段階確認）計画

    （ウ）業務工程表

    （エ）業務実施体制

    （オ）管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去１０年以内

基本設計・実施設計特記仕様書
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の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況

    （カ）各主任担当技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を 総括する

役割を担うものをいう。）の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、 保有資格、

実務経験年数、過去１０年以内の同種又は類似の実績及び手持業務の状況

    （キ）担当技術者を配置する場合

担当技術者の分担業務分野、所属・役職、氏名、年齢、保有資格、実務経験年数、

過去１０年以内の同種又は類似の実績

    （ク）協力事務所(協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう）

がある場合

協力事務所の名称、代表者、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的

内容。

(注意）

　「過去１０年以内の同種又は類似業務の実績」とは次の①～③のすべての項目に該当する

　実績をいう。なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。

①過去１０年以内に完成した施設の設計業務実績

②本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績

（ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該

 業務の主たる分担業務についても業務実績を有するとして扱うことができる。）

③次を満たす施設の設計業務実績

同種業務の実績における対象施設は、 とする。

類似業務の実績における対象施設は、 とする。

３.管理技術者等の 業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。

　　資格要件 なお、「管理技術者等」とは管理技術者、建築設備資格者、担当技術者を総称していう。

（１） 管理技術者

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社、

その他の法人である場合にあっては当該法人に属する者を配置しなければならない。

■ 建築士法（昭和25年法律第202号。以下同じ）第２条第２項に規定する一級建築士

□ 建築士法第２条に規定する一級建築士、二級建築士又は建築士法第２条第５項に

規定する建築設備士のいずれか

（２） 建築設備士の活用

延べ面積が2,000㎡を越える建築物の建築設備に係る設計を行う場合においては建築設備士

の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合は

この限りではない。（建築士法第１８条第４項）

４．打合せ及び記録 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。

（ア）業務着手時

（イ）監督職員又は管理技術者が必要と認めた時

（ウ）その他

スタンド

スタジアム
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５．中間確認の実施 （１） 受注者は監督職員と協議の上、下記内容を業務工程表に記載し、適切な時期に

発注者による業務の経過確認をうけること。

■ 基本設計

基本設計打合せ図書（プラン検討用）ができた段階

基本設計図書（概略版）ができた段階

基本設計図書（審査用）ができた段階

（履行期限の１４日前まで）

■ 実施設計

概ね、配置及び平面計画ができた段階

図面及び概算設計書完成時

（計画通知提出前、積算着手時）

成果品（審査用）ができた段階

（履行期限の１４日前まで）

６．製本・製図 監督職員の指示によるほか、別紙４に記載されている内容で成果物を製本・製図すること。

提出形態等については、監督職員の指示による。

７．成果物の取扱い 提出されたＣＡＤデータ等については、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事に

おける施工図の作成、当該施設の完成図作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

８．著作権の権利等 本業務委託による成果物の著作権は、佐世保市に帰属する。

また受注者は、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を設計するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

９．情報の適正な管理 受注者は、委託業務により知得した情報について「個人情報及び工事（業務）情報の取扱い

に関する特記事項」及び「情報セキュリティーに関する特記事項」に従い、取扱いに留意

すること。また、業務完了時に「情報の取扱いに関する実施状況報告書」を提出すること。

中間確認③

中間確認③

中間確認②

実施時期

中間確認①

中間確認②

実施時期

中間確認①
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特記仕様書　別紙１ 対象施設　（全体）

（１） 対象施設の概要及び設計与条件

（ア）施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

平成31年国土交通省告示第98号　別添二　第 3 号　第 2 類

2.仮設正門

平成31年国土交通省告示第98号　別添二　第 12 号　第 1 類

3.仮設食堂等

平成31年国土交通省告示第98号　別添二　第 5 号　第 1 類

4.渡り廊下

平成31年国土交通省告示第98号　別添二　第 1 号　第 1 類

（エ）工事種別 ■ 新築 □ 増築 □ 改修 ■ 解体

□ 耐震改修 □ その他

（オ）敷地の条件 （a）敷地の面積 ㎡

（b）用途地域及び

　　 地区の指定

（カ）施設の条件 （a）主要構造

（新築） ㎡ （※基本計画により確定）

（解体） ㎡

（c）階数 地上 未定 階 （※基本計画により確定）

地下 未定 階 （※基本計画により確定）

（d）耐震安全性の分類 ①構造体 3 類

②建築非構造部材 － 類

③建築設備 － 類

（キ）概算工事費 千円 （税抜き）

（ク）上記以外の 上記以外の設計与条件については、以下の資料による。

　　　　設計与条件 □ 別添概要図面 □ 基本計画図

□ 要望書（企画書） □ 敷地調査報告書

■ 別添参考資料 □

（２） 資料の貸与及び返却

■ 既存施設設計図（紙媒体）

□ 既存施設設計図（ＣＡＤデータ）

□ 敷地調査報告書

■ 工事特記仕様書データ

□

□

□

（※新築・増築の場合のみ）
準工業地域

法22条区域

佐世保競輪場

佐世保市干尽町

1.メインスタンド

（　　　　　　　　　　　　）

57,735.42

基本計画による

約4120

（※新築・増築の場合のみ）

官庁施設の総合耐震計画基準（平成19年12月18
日付け国営計第76号、国営整第123号、　国営設
第101号）による耐震安全性の分類。

約4000
（b）延べ面積

貸　与　資　料
建築 設備

意匠 構造 電気 機械

■ ■ ■ ■

□ □ □ □

□

■

業務計画書様式 □

外壁アスベスト含有調査測定結果報告書 □

□
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（３） 成果物

別紙４-1 による。

別紙４-2 による。

審査用 14 日前

成果物

（補足）審査用とは、意匠、構造及び設備関係の調整が行われ、成果物と同等のもの、

　　　　成果物とは、監督職員の審査を受けて、訂正されたものをいう。

ＪＷＷ形式により、ＣＤ－Ｒ等で提出する。
なお、他形式からＪＷＷ形式に変換して提出する場合は、縮尺・文字等の誤変換がないことを確認する
こと。その他の事項については、監督職員との協議による。

（イ）提出期限

（ウ）ＣＡＤデータ

（ア）仕様・部数 （基本設計）

履行期限の

履行期限まで

（実施設計）
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特記仕様書　別紙１－別添（設計説明書）

（１） 設計概要

（ア）対象施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

（エ）構造

（オ）規模 ㎡ 地上 未定 階 地下 未定 階

（キ）設計内容

（キ）設計時の ・関係法令の遵守

検討事項 ・基本計画による検討事項を引き続き行う。

・本場開催の休止期間が可能な限り短期間とし、改修中も場外発売ができるように配慮すること。

（ク）業務の履行に

　　　係る条件等

対象施設　①

(１)建築、電気設備、機械設備等、工事種目毎の分離発注を考慮した設計とし、これら設計図書等は同時
に納入すること。
(２)設計にあたっては監督職員との打合せを緊密に行い、業務の進捗状況を適宜報告すること。また、作成
した設計図書及び工事費内訳書は、監督職員の承認を得ること。
(３)意匠、構造、設備設計及び積算の各担当者は、相互の工程を考慮しながら連絡を密に行いながら設計
すること。
(４)必要に応じて関係官庁、上下水道、消防、ガス・電気の供給者等と協議を行い、その内容は打合せ記
録として文書で提出すること。
(５)図面及び数量等に誤謬、脱漏が生じないように社内照査に努めること。また、数量積算に関しては十分
な精査を実施すること。
(６)参考数量に対する質疑が出た場合、業務受注者の責任において精査を行うこと。
(７)特殊な仕様がある場合は、設計図書に明確に記載し、工事費内訳書に反映させること。
(８)業務完了時の検収（監督職員検査、下検査及び本検査）には、必ず意匠、構造、設備設計及び積算の
各担当者を同席させ、設計主旨説明及び質疑等について明確な対応を行うこと。
(９)工事実施にあたり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合は、その問い合わせに対し、業務
受注者は十分な回答・指導を行うものとし、必要な場合は担当者を現地に派遣し立会指導を行うこと。
(10)会計検査等の立会いを求められた場合に応じること。
(11)単価採用順位は次による。
 複合単価 １位…国土交通省建築工事積算基準
     　　　　 ２位…建設物価調査会建設工事標準歩掛り及び経済調査会標準工事歩掛要覧
 　    　　　 ３位…季刊の刊行物（建築コスト情報及び建築施工単価）
 　　　    　 ４位…３者以上の見積書比較による最低価格

 資材単価 １位…刊行物（建設物価及び積算資料）
 　　　　     ２位…カタログ
 　　　　     ３位…３者以上の見積書比較による最低価格

老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設を解体し、機能を集約した新たな施設を建設するも
の。

1.メインスタンド

佐世保市干尽町

スタジアム

未定

延べ床面積 約3,600
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特記仕様書　別紙１－別添（設計説明書）

（１） 設計概要

（ア）対象施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

（エ）構造

（オ）規模 ㎡ 地上 未定 階 地下 0 階

（キ）設計内容

（キ）設計時の ・関係法令の遵守

検討事項 ・本場開催の休止期間が可能な限り短期間とし、改修中も場外発売ができるように配慮すること。

（ク）業務の履行に

　　　係る条件等

老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設を解体し、機能を集約した新たな施設を建設するも
の。

(１)建築、電気設備、機械設備等、工事種目毎の分離発注を考慮した設計とし、これら設計図書等は同時
に納入すること。
(２)設計にあたっては監督職員との打合せを緊密に行い、業務の進捗状況を適宜報告すること。また、作成
した設計図書及び工事費内訳書は、監督職員の承認を得ること。
(３)意匠、構造、設備設計及び積算の各担当者は、相互の工程を考慮しながら連絡を密に行いながら設計
すること。
(４)必要に応じて関係官庁、上下水道、消防、ガス・電気の供給者等と協議を行い、その内容は打合せ記
録として文書で提出すること。
(５)図面及び数量等に誤謬、脱漏が生じないように社内照査に努めること。また、数量積算に関しては十分
な精査を実施すること。
(６)参考数量に対する質疑が出た場合、業務受注者の責任において精査を行うこと。
(７)特殊な仕様がある場合は、設計図書に明確に記載し、工事費内訳書に反映させること。
(８)業務完了時の検収（監督職員検査、下検査及び本検査）には、必ず意匠、構造、設備設計及び積算の
各担当者を同席させ、設計主旨説明及び質疑等について明確な対応を行うこと。
(９)工事実施にあたり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合は、その問い合わせに対し、業務
受注者は十分な回答・指導を行うものとし、必要な場合は担当者を現地に派遣し立会指導を行うこと。
(10)会計検査等の立会いを求められた場合に応じること。
(11)単価採用順位は次による。
 複合単価 １位…国土交通省建築工事積算基準
     　　　　 ２位…建設物価調査会建設工事標準歩掛り及び経済調査会標準工事歩掛要覧
 　    　　　 ３位…季刊の刊行物（建築コスト情報及び建築施工単価）
 　　　    　 ４位…３者以上の見積書比較による最低価格

 資材単価 １位…刊行物（建設物価及び積算資料）
 　　　　     ２位…カタログ
 　　　　     ３位…３者以上の見積書比較による最低価格

対象施設　②

2.仮設正門

佐世保市干尽町

公益施設

未定

延べ床面積 約200
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特記仕様書　別紙１－別添（設計説明書）

（１） 設計概要

（ア）対象施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

（エ）構造

（オ）規模 ㎡ 地上 未定 階 地下 ー 階

（キ）設計内容

（キ）設計時の ・関係法令の遵守

検討事項 ・本場開催の休止期間が可能な限り短期間とし、改修中も場外発売ができるように配慮すること。

（ク）業務の履行に

　　　係る条件等

老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設を解体し、機能を集約した新たな施設を建設するも
の。

(１)建築、電気設備、機械設備等、工事種目毎の分離発注を考慮した設計とし、これら設計図書等は同時
に納入すること。
(２)設計にあたっては監督職員との打合せを緊密に行い、業務の進捗状況を適宜報告すること。また、作成
した設計図書及び工事費内訳書は、監督職員の承認を得ること。
(３)意匠、構造、設備設計及び積算の各担当者は、相互の工程を考慮しながら連絡を密に行いながら設計
すること。
(４)必要に応じて関係官庁、上下水道、消防、ガス・電気の供給者等と協議を行い、その内容は打合せ記
録として文書で提出すること。
(５)図面及び数量等に誤謬、脱漏が生じないように社内照査に努めること。また、数量積算に関しては十分
な精査を実施すること。
(６)参考数量に対する質疑が出た場合、業務受注者の責任において精査を行うこと。
(７)特殊な仕様がある場合は、設計図書に明確に記載し、工事費内訳書に反映させること。
(８)業務完了時の検収（監督職員検査、下検査及び本検査）には、必ず意匠、構造、設備設計及び積算の
各担当者を同席させ、設計主旨説明及び質疑等について明確な対応を行うこと。
(９)工事実施にあたり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合は、その問い合わせに対し、業務
受注者は十分な回答・指導を行うものとし、必要な場合は担当者を現地に派遣し立会指導を行うこと。
(10)会計検査等の立会いを求められた場合に応じること。
(11)単価採用順位は次による。
 複合単価 １位…国土交通省建築工事積算基準
     　　　　 ２位…建設物価調査会建設工事標準歩掛り及び経済調査会標準工事歩掛要覧
 　    　　　 ３位…季刊の刊行物（建築コスト情報及び建築施工単価）
 　　　    　 ４位…３者以上の見積書比較による最低価格

 資材単価 １位…刊行物（建設物価及び積算資料）
 　　　　     ２位…カタログ
 　　　　     ３位…３者以上の見積書比較による最低価格

対象施設　③

3.仮設食堂、ティーラウンジ、売店、情報協会、トイレ等

佐世保市干尽町

飲食店、店舗

未定

延べ床面積 約320
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特記仕様書　別紙１－別添（設計説明書）

（１） 設計概要

（ア）対象施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

（エ）構造

（オ）規模 ㎡ 地上 未定 階 地下 ー 階

（キ）設計内容

（キ）設計時の ・関係法令の遵守

検討事項 ・本場開催の休止期間が可能な限り短期間とし、改修中も場外発売ができるように配慮すること。

（ク）業務の履行に

　　　係る条件等

老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設を解体し、機能を集約した新たな施設を建設するも
の。

(１)建築、電気設備、機械設備等、工事種目毎の分離発注を考慮した設計とし、これら設計図書等は同時
に納入すること。
(２)設計にあたっては監督職員との打合せを緊密に行い、業務の進捗状況を適宜報告すること。また、作成
した設計図書及び工事費内訳書は、監督職員の承認を得ること。
(３)意匠、構造、設備設計及び積算の各担当者は、相互の工程を考慮しながら連絡を密に行いながら設計
すること。
(４)必要に応じて関係官庁、上下水道、消防、ガス・電気の供給者等と協議を行い、その内容は打合せ記
録として文書で提出すること。
(５)図面及び数量等に誤謬、脱漏が生じないように社内照査に努めること。また、数量積算に関しては十分
な精査を実施すること。
(６)参考数量に対する質疑が出た場合、業務受注者の責任において精査を行うこと。
(７)特殊な仕様がある場合は、設計図書に明確に記載し、工事費内訳書に反映させること。
(８)業務完了時の検収（監督職員検査、下検査及び本検査）には、必ず意匠、構造、設備設計及び積算の
各担当者を同席させ、設計主旨説明及び質疑等について明確な対応を行うこと。
(９)工事実施にあたり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合は、その問い合わせに対し、業務
受注者は十分な回答・指導を行うものとし、必要な場合は担当者を現地に派遣し立会指導を行うこと。
(10)会計検査等の立会いを求められた場合に応じること。
(11)単価採用順位は次による。
 複合単価 １位…国土交通省建築工事積算基準
     　　　　 ２位…建設物価調査会建設工事標準歩掛り及び経済調査会標準工事歩掛要覧
 　    　　　 ３位…季刊の刊行物（建築コスト情報及び建築施工単価）
 　　　    　 ４位…３者以上の見積書比較による最低価格

 資材単価 １位…刊行物（建設物価及び積算資料）
 　　　　     ２位…カタログ
 　　　　     ３位…３者以上の見積書比較による最低価格

対象施設　③

4.渡り廊下

佐世保市干尽町

渡り廊下

未定

延べ床面積 約210
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特記仕様書　別紙１－別添（設計説明書）

（１） 設計概要

（ア）対象施設名称

（イ）施設の場所

（ウ）施設用途

（エ）構造

（オ）規模 ㎡ 地上 ー 階 地下 ー 階

（キ）設計内容

（キ）設計時の ・関係法令の遵守

検討事項 ・解体機材搬入搬出及び解体材の搬出にかかる、車両動線等の計画

（ク）業務の履行に

　　　係る条件等

老朽化した佐世保競輪場メインスタンド及び周辺施設を解体し、機能を集約した新たな施設を建設するも
の。
各建物の構造、面積は、既存施設一覧表による。

(１)建築、電気設備、機械設備等、工事種目毎の分離発注を考慮した設計とし、これら設計図書等は同時
に納入すること。
(２)設計にあたっては監督職員との打合せを緊密に行い、業務の進捗状況を適宜報告すること。また、作成
した設計図書及び工事費内訳書は、監督職員の承認を得ること。
(３)意匠、構造、設備設計及び積算の各担当者は、相互の工程を考慮しながら連絡を密に行いながら設計
すること。
(４)必要に応じて関係官庁、上下水道、消防、ガス・電気の供給者等と協議を行い、その内容は打合せ記
録として文書で提出すること。
(５)図面及び数量等に誤謬、脱漏が生じないように社内照査に努めること。また、数量積算に関しては十分
な精査を実施すること。
(６)参考数量に対する質疑が出た場合、業務受注者の責任において精査を行うこと。
(７)特殊な仕様がある場合は、設計図書に明確に記載し、工事費内訳書に反映させること。
(８)業務完了時の検収（監督職員検査、下検査及び本検査）には、必ず意匠、構造、設備設計及び積算の
各担当者を同席させ、設計主旨説明及び質疑等について明確な対応を行うこと。
(９)工事実施にあたり、各部の納まり及び設計内容上の疑義が生じた場合は、その問い合わせに対し、業務
受注者は十分な回答・指導を行うものとし、必要な場合は担当者を現地に派遣し立会指導を行うこと。
(10)会計検査等の立会いを求められた場合に応じること。
(11)単価採用順位は次による。
 複合単価 １位…国土交通省建築工事積算基準
     　　　　 ２位…建設物価調査会建設工事標準歩掛り及び経済調査会標準工事歩掛要覧
 　    　　　 ３位…季刊の刊行物（建築コスト情報及び建築施工単価）
 　　　    　 ４位…３者以上の見積書比較による最低価格

 資材単価 １位…刊行物（建設物価及び積算資料）
 　　　　     ２位…カタログ
 　　　　     ３位…３者以上の見積書比較による最低価格

・アスベスト含有の可能性があるため、その除去・処分については、
　「建築物の改修・解体時における石綿含有建築仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」
　及び「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」に基づいた設計とすること。
・既存建物は、アスベスト含有建材等が使用されている可能性があるため、建設時期等を確認の上、
　処分方法の検討を行うこと。
・既存建物の調査を行うこと。

対象施設　④

5.既存施設（既存施設一覧表による。）

佐世保市干尽町

飲食店、店舗等

ー

延べ床面積 約4,000
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特記仕様書　別紙２ 対象施設　① 1.メインスタンド

（１） 一般業務の範囲及び内容

（ア）一般業務の範囲

■ 基本設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

□ 実施設計に関する標準業務

□ 建築（総合） □ 建築（構造） □ 電気設備 □ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

（2） 追加業務の内容

□ 建築積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務（手数料の納付を含む）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれかが必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも不要な場合）

□ 建築基準法に基づく認定・許可申請に係る手続き

□ 都市計画法に基づく許可申請にかかる手続き

□ 長崎県福祉のまちづくり条例等バリアフリー関係手続き

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む）

□ 都市計画法による届出

□ 浄化槽設置届出

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請書作成及び申請手続き

□ 　　佐世保市中高層建築物等建築指導要綱による届出書の作成及び申請手続業務

□

□

□ 防災計画認定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き

□ リサイクル計画書の作成

□ 建築物省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

□ 建築物省エネ法第１３条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２０条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２９条第1項に規定する建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

□ 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価にかかる業務

□ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な

環境保全性能の評価業務（詳細なＬＣＣＯ２を求める場合）

□ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

□ 日影図の作成

□ 環境保全性に関する検討・評価資料の作成

□ ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価

■ 概略工事工程表の作成

　　景観法及び佐世保市景観条例による事前協議書の作成及び申請手続き
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□ 設計に必要な調査業務

□ 電波障害発生検討

□ 電波障害調査

□ 建築用仕上塗材石綿含有調査（試料採取含む）

□

□

□

□

□

■ 透視図作成 [種類] [額の有無]

[判の大きさ] [材質]

[枚数]

□ 透視図の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

□ 模型製作 [縮尺] [ケースの有無]

[主要材料] [材質]

□ 模型の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

（注）積算数量調書の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２の内訳書入力システム（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

　　　また、発注時期に合わせ、時点修正をすること。

無全景、内部

A3

5
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特記仕様書　別紙２ 対象施設　② 2.仮設正門

（１） 一般業務の範囲及び内容

（ア）一般業務の範囲

■ 基本設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

■ 実施設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

（２） 追加業務の内容

■ 建築積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務（手数料の納付を含む）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれかが必要な場合）

■ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも不要な場合）

□ 建築基準法に基づく認定・許可申請に係る手続き

□ 都市計画法に基づく許可申請にかかる手続き

□ 長崎県福祉のまちづくり条例等バリアフリー関係手続き

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む）

□ 都市計画法による届出

□ 浄化槽設置届出

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請書作成及び申請手続き

□ 　　佐世保市中高層建築物等建築指導要綱による届出書の作成及び申請手続業務

□

□

□ 防災計画認定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き

□ リサイクル計画書の作成

□ 建築物省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

□ 建築物省エネ法第１３条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２０条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２９条第1項に規定する建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

□ 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価にかかる業務

□ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な

環境保全性能の評価業務（詳細なＬＣＣＯ２を求める場合）

□ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

□ 日影図の作成

□ 環境保全性に関する検討・評価資料の作成

□ ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価

■ 概略工事工程表の作成

　　景観法及び佐世保市景観条例による事前協議書の作成及び申請手続き
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□ 設計に必要な調査業務

□ 電波障害発生検討

□ 電波障害調査

□ 建築用仕上塗材石綿含有調査（試料採取含む）

□

□

□

□

□

□

□ 透視図作成 [種類] [額の有無]

[判の大きさ] [材質]

[枚数]

□ 透視図の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

□ 模型製作 [縮尺] [ケースの有無]

[主要材料] [材質]

□ 模型の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

（注）積算数量調書の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２の内訳書入力システム（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

　　　また、発注時期に合わせ、時点修正をすること。

　　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく手続き及び作成業務
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特記仕様書　別紙２ 対象施設　③ 3.仮設食堂、ティーラウンジ、売店、情報協会、トイレ等

（１） 一般業務の範囲及び内容

（ア）一般業務の範囲

■ 基本設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

■ 実施設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

（２） 追加業務の内容

■ 建築積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務（手数料の納付を含む）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれかが必要な場合）

■ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも不要な場合）

□ 建築基準法に基づく認定・許可申請に係る手続き

□ 都市計画法に基づく許可申請にかかる手続き

□ 長崎県福祉のまちづくり条例等バリアフリー関係手続き

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む）

□ 都市計画法による届出

□ 浄化槽設置届出

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請書作成及び申請手続き

□ 　　佐世保市中高層建築物等建築指導要綱による届出書の作成及び申請手続業務

□

□

□ 防災計画認定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き

□ リサイクル計画書の作成

□ 建築物省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

□ 建築物省エネ法第１３条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２０条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２９条第1項に規定する建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

□ 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価にかかる業務

□ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な

環境保全性能の評価業務（詳細なＬＣＣＯ２を求める場合）

□ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

□ 日影図の作成

□ 環境保全性に関する検討・評価資料の作成

□ ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価

■ 概略工事工程表の作成

□ 設計に必要な調査業務

　　景観法及び佐世保市景観条例による事前協議書の作成及び申請手続き
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□ 電波障害発生検討

□ 電波障害調査

□ 建築用仕上塗材石綿含有調査（試料採取含む）

□

□

□

□

□

□

□ 透視図作成 [種類] [額の有無]

[判の大きさ] [材質]

[枚数]

□ 透視図の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

□ 模型製作 [縮尺] [ケースの有無]

[主要材料] [材質]

□ 模型の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

（注）積算数量調書の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２の内訳書入力システム（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

　　　また、発注時期に合わせ、時点修正をすること。

　　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく手続き及び作成業務
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特記仕様書　別紙２ 対象施設　③ 4.渡り廊下

（１） 一般業務の範囲及び内容

（ア）一般業務の範囲

■ 基本設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

□ 実施設計に関する標準業務

□ 建築（総合） □ 建築（構造） □ 電気設備 □ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

（２） 追加業務の内容

□ 建築積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務（手数料の納付を含む）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれかが必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも不要な場合）

□ 建築基準法に基づく認定・許可申請に係る手続き

□ 都市計画法に基づく許可申請にかかる手続き

□ 長崎県福祉のまちづくり条例等バリアフリー関係手続き

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む）

□ 都市計画法による届出

□ 浄化槽設置届出

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請書作成及び申請手続き

□ 　　佐世保市中高層建築物等建築指導要綱による届出書の作成及び申請手続業務

□

□

□ 防災計画認定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き

□ リサイクル計画書の作成

□ 建築物省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

□ 建築物省エネ法第１３条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２０条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２９条第1項に規定する建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

□ 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価にかかる業務

□ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な

環境保全性能の評価業務（詳細なＬＣＣＯ２を求める場合）

□ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

□ 日影図の作成

□ 環境保全性に関する検討・評価資料の作成

□ ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価

■ 概略工事工程表の作成

　　景観法及び佐世保市景観条例による事前協議書の作成及び申請手続き
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□ 設計に必要な調査業務

□ 電波障害発生検討

□ 電波障害調査

□ 建築用仕上塗材石綿含有調査（試料採取含む）

□

□

□

□

□

□

□ 透視図作成 [種類] [額の有無]

[判の大きさ] [材質]

[枚数]

□ 透視図の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

□ 模型製作 [縮尺] [ケースの有無]

[主要材料] [材質]

□ 模型の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

（注）積算数量調書の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２の内訳書入力システム（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

　　　また、発注時期に合わせ、時点修正をすること。

　　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく手続き及び作成業務
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特記仕様書　別紙２ 対象施設　④ 5.既存施設（既存施設一覧表による。）

（１） 一般業務の範囲及び内容

（ア）一般業務の範囲

□ 基本設計に関する標準業務

□ 建築（総合） □ 建築（構造） □ 電気設備 □ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

■ 実施設計に関する標準業務

■ 建築（総合） ■ 建築（構造） ■ 電気設備 ■ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等）

（２） 追加業務の内容

■ 建築積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

■ 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成）

□ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務（手数料の納付を含む）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれかが必要な場合）

□ 計画通知申請手続業務（構造適合判定及び建築物省エネルギー消費性能適合判定のいずれも不要な場合）

□ 建築基準法に基づく認定・許可申請に係る手続き

□ 都市計画法に基づく許可申請にかかる手続き

□ 長崎県福祉のまちづくり条例等バリアフリー関係手続き

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届出を含む）

□ 都市計画法による届出

□ 浄化槽設置届出

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請書作成及び申請手続き

□ 　　佐世保市中高層建築物等建築指導要綱による届出書の作成及び申請手続業務

□

□

□ 防災計画認定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き

□ リサイクル計画書の作成

□ 建築物省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成

□ 建築物省エネ法第１３条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２０条第２項に規定する手続業務

□ 建築物省エネ法第２９条第1項に規定する建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

□ 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価にかかる業務

□ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な

環境保全性能の評価業務（詳細なＬＣＣＯ２を求める場合）

□ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。）

□ 日影図の作成

□ 環境保全性に関する検討・評価資料の作成

□ ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価

■ 概略工事工程表の作成

　　景観法及び佐世保市景観条例による事前協議書の作成及び申請手続き
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□ 設計に必要な調査業務

□ 電波障害発生検討

□ 電波障害調査

□ 建築用仕上塗材石綿含有調査（試料採取含む）

□

□

□

□

□

□

□ 透視図作成 [種類] [額の有無]

[判の大きさ] [材質]

[枚数]

□ 透視図の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

□ 模型製作 [縮尺] [ケースの有無]

[主要材料] [材質]

□ 模型の写真撮影 [カット枚数] [白黒・カラーの別]

[判の大きさ] [電子データ]

（注）積算数量調書の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２の内訳書入力システム（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

　　　また、発注時期に合わせ、時点修正をすること。

　　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく手続き及び作成業務
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特記仕様書　別紙３

（１）適用基準

　　　適用基準は、次に掲げるものとする。

　　　備考欄で、国とは「国土交通省大臣官房官庁営繕部」、長崎県とは「長崎県土木部建築課」とする。

（ア）共通

□ 官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 平成 27 年版

■ 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 平成 27 年版

□ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 平成 8 年版

■ 官庁施設の基本的性能基準 令和 2 年版

□ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 平成 25 年版

■ 官庁施設の環境保全性基準 平成 29 年版

■ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 平成 18 年版

■ 官庁施設の防犯に関する基準 平成 21 年版

□ 平成 30 年版

□ 平成 30 年版

■ 長崎県福祉のまちづくり条例整備マニュアル 平成 23 年版

□ 長崎県公共建築物等木材利用促進方針 平成 23 年版

■ 長崎県建設工事共通仕様書（佐世保市読替版） 令和 2 年版

（イ）建築

作成又は監修

■ 建築設計基準 令和 元 年版

■ 建築設計基準の資料 令和 元 年版

■ 建築構造設計基準 平成 30 年版

■ 建築構造設計基準の資料 平成 30 年版

□ 構内舗装・排水設計基準 平成 27 年版

□ 構内舗装・排水設計基準の資料 平成 27 年版

□ 木造計画・設計基準 平成 29 年版

□ 木造計画・設計基準の資料 平成 29 年版

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 平成 31 年版

□ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 平成 31 年版

□ 公共建築木造工事標準仕様書 平成 31 年版

■ 建築物解体工事共通仕様書 平成 31 年版

■ 建築工事設計図書作成基準 平成 28 年版

■ 建築工事設計図書作成基準の資料 平成 28 年版

□ 敷地調査共通仕様書 令和 元 年版

　官庁営繕事業におけるＢＩＭモデルの作成及び 国

指針・基準等又は刊行物の名称 作成又は監修 備考

国

国

国

長崎県

国

国

国

国

国

　利用に関するガイドライン

　ＢＩＭ適用事業における成果品作成の手引き（案） 国

長崎県

国

佐世保市

指針・基準等又は刊行物の名称 備考

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国
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（ウ）設備

■ 建築設備設計基準 平成 30 年版

■ 建築設備計画基準 平成 30 年版

■ 建築設備工事設計図書作成基準 平成 30 年版

■ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 平成 31 年版

■ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 平成 31 年版

□ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 平成 31 年版

■ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 31 年版

■ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 平成 31 年版

□ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 31 年版

□ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 平成 28 年版

□ 建築設備耐震設計・施工指針 年版

■ 建築設備設計計算書作成の手引き 平成 30 年版

□ 平成 22 年版

　ガイドライン

（エ）積算

■ 公共建築工事積算基準 平成 28 年版

■ 公共建築工事積算基準の解説（建築工事編）（設備工事編） 平成 31 年版

■ 長崎県公共建築工事積算基準 平成 31 年版

■ 長崎県公共建築工事積算基準等資料 平成 31 年版

■ 公共建築数量積算基準 平成 29 年版

■ 建築数量積算基準・同解説 平成 29 年版

■ 公共建築設備数量積算基準 平成 29 年版

■ 公共建築設備数量積算基準・同解説 平成 29 年版

■ 公共建築工事標準単価積算基準 令和 2 年版

■ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（設備工事編） 平成 30 年版

■ 公共建築工事内訳書標準書式・同解説（建築編）（設備編） 平成 30 年版

■ 営繕工事積算チェックマニュアル 平成 30 年版

（オ）その他参考とすべき資料

□ 年版

指針・基準等又は刊行物の名称 作成又は監修 備考

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

2014 市販

市販

市販

　空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント

指針・基準等又は刊行物の名称 作成又は監修 備考

国

市販

長崎県

長崎県

国

備考

設計住宅性能評価マニュアル（新築住宅）

国

市販

国

国

市販

国

市販

指針・基準等又は刊行物の名称 作成又は監修

2019
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特記仕様書　別紙４-1（基本設計）

（１）成果物の仕様および提出部数

数量

■ 建築（総合）

■ 設計説明書

■ 基本設計図面等

・表紙 ・敷地案内図

・計画説明書 ・配置図

・仕様概要書 ・平面図（各階）

・仕上概対象施設の設計与・立面図（各面）

・面積表及び求積表 ・断面図

・現況図

■ 仮設計画概要書

□

■ 建築（構造）

■ 構造計画説明書

■ 構造設計概要書

■ 電気設備

■ 電気設備計画説明書

■ 電気設備設計概要書

■ 各種技術資料

■ 給排水衛生設備

■ 給排水衛生設備計画説明書

■ 給排水衛生設備設計概要書

□

■ 空調換気設備

■ 空調換気設備計画説明書

■ 空調換気設備設計概要書

■ 各種技術資料

■ 昇降機等

■ 昇降機等計画説明書

■ 昇降機等設計概要書

■ 各種技術資料

■ 共通

■ 工事費概算書 １式 Ａ４判　データ共

■ 業務打合せ簿 １式 ２部（１部は受注者返却）

■ 計画チェックシート １式 新築時のみ

□

■ その他

■ 透視図 １式

□ 模型 １式

□

成果物 備考（提出形態等）

１式 Ａ３判　横綴じ 10 部 、データ共
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特記仕様書　別紙４-2（実施設計）

（１）成果物の仕様および提出部数

数量

■ 建築（総合）

■ 共通設計図面等

■ 建築（総合）設計図等 製本図 10 部

■ 建築（構造）設計図等 （Ａ３縮小版）横綴じＡ４折り

■

■ 電気設備設計図等

■ 給排水衛生設備設計図等

■ 空調換気設備設計図等

■ 昇降機設備設計図等

■ 設計計算書等 1式 ■ Ａ４判ファイル綴じ、データ共

■ 工事費概算書 1式 ■ Ａ４判ファイル綴じ、データ共

■ 1式 □ Ａ４判ファイル綴じ、データ共

□ □

■ 積算

■ 工事費内訳書 １部 ＲＩＢＣ２データ

■ 積算数量算出書

■ 積算数量調書

■ 数量積算チェックリスト

■ 積算数量調書チェックリスト

■ 見積書および見積検討資料 １式 Ａ４判ファイル綴じ、

□

□ その他

□ 透視図 １式

□ １式

■ 関係法令等に基づく各種申請書

■ 計画通知

□ 建築許可

□ 認定申請

□ 開発許可

■ 福祉のまちづくり条例

■ 建築物省エネルギー法

■ 景観条例

■ その他必要な申請書類 必要部数

□ 防災計画

□ 省エネルギー関係計算書

□ 認定通知書（耐震改修促進法）

□ 中高層建築物計画届出

□ 耐震診断等判定申請

□

□

■ ■ 概略工事工程表 １部 Ａ４ファイル綴じ、データ共

□ １部 Ａ４ファイル綴じ、データ共

（注意） ：作成図面等は別表１の内容を標準とする。

備考（提出形態等）

各１部 Ａ４判ファイル綴じ、データ共

　 屋外附帯設計図等

　 その他

1式

■

■ データ（ＣＡＤおよびＰＤＦ）

１式

設計住宅性能評価申請書

成果物
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別表１（実施設計における作成図面等）

共通設計図面等 給排水衛生設備設計図等

表紙 給排水衛生設備配管系統図・平面図

図面目録 給排水衛生設備詳細図

特記仕様(佐世保市様式) 消火設備各階平面図・系統図

付近見取り図 消火設備各詳細図

敷地案内図 便所詳細図

敷地現況図 各設備機器及び器具一覧表

配置図 その他屋外設備平面図

面積表 その他屋外設備断面図

面積計算書 その他屋外設備詳細図

その他打合せによる 配管引込工事図面

建築（総合）設計図等 屋外排水縦断図

面積表及び求積図 掘削断面図

内外仕上表 その他の設置設備設計図

各階平面図 その他の部分詳細図

立面図（4面） その他打合せによる

断面図

平面詳細図

断面詳細図 空調換気設備設計図等

階段詳細図 空調設備系統図

各部詳細図 各階空調設備平面図

展開図 換気設備系統図

各階天井伏図 各階換気設備平面図

建具キープラン その他の設置設備設計図

建具表 部分詳細図

工作物等詳細図 屋外詳細図

外構図 その他打合せによる

植栽図 昇降機設備設計図等

仮設計画図 昇降機等平面図

その他打合せによる 昇降機等断面図

建築（構造）設計図等 部分詳細図

構造関係共通事項 その他打合せによる

基礎伏図 設計計算書等

階構造伏図 給水流量計算書

軸組図 排水流量計算書

構造部材リスト 換気風量計算書

構造各部詳細図 消防設備計算書

架構図・配筋図 電圧降下計算書

ボーリング柱状図 受変電容量計算書

施工方法等計画書 TV電界減衰計算書

その他打合せによる 照度計算書

屋外附帯設計図等 幹線負荷計算書

雨水排水平面図及び詳細図 シックハウス風量計算書

構内舗装図 構造計算書

その他打合せによる その他打合せによる

電気設備設計図等 その他

受変電設備機器系統図 設計内訳書（ＲＩＢＩＣ２入力によるもの）

非常用電源設備図 費用分担算定図書

電灯設備幹線平面図 積算数量算出書

各階電灯、コンセント設備平面図 単価作成資料

各階動力警報設備平面図 　①刊行物の単価比較表及び各誌該当ページのコピー

弱電設備端子盤図 　②カタログの単価比較表及び該当ページのコピー

内線電話設備平面図・機器図 見積検討資料及び見積書原本

火災報知設備平面図・系統図 計画通知書及び確認済証

時計放送設備平面図・機器図 消防法等関係法令による届出書

TV共同受信設備平面図・系統図 その他追加業務に係る図書

　表示設備平面図（ﾄｲﾚ緊急呼出表示設備） 業務計画書

音響設備平面図・機器図 打合せ記録簿

構内線路設備平面図 既設設備調書

既存建物接続図 その他打合せによる

屋外設備図

その他打合せによる

図面等の名称図面等の名称
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